
桜井市こども家庭部保育教育課 

 

証明日から３ヶ月以内の証明

書が有効となります。 

事業所の押印は省略できます。

必要に応じ、担当者に問い合わ

せすることがあります。 

あらかじめご了承ください。 

就労時間および就労実績を記

載ください。（休憩時間を含む） 

※月 64 時間以上就労しているこ

とが保育認定の要件となるため、

誤りがないように記載ください。 

※新規採用等で就労実績がな

い場合は今後の就労見込みを

記載ください。 

※就労実績を記載できない場合

は理由を備考欄に記載ください。 

【作成時の注意事項】 

・この証明書は施設等利用給付認定の際の資料となるため、就労先の担当者が事実の通りに記載ください。 

・手書きで記入する場合は、ボールペン（消えるペンや鉛筆等は不可）で記入ください。 

・内容を訂正する際は修正液等を使用せず、二重線で訂正ください。（訂正印不要） 

・その他詳細確認が必要な場合は、市ホームページ掲載の「記載要領」をご参照ください。 

 

記入例 

雇用されている方 

保護者にて児童名、生年月日、

続柄、利用中または申込み中の

幼稚園・保育所等について記入

ください。 

直接データ入力する場合、施設

名はプルダウンより選択くだ

さい。該当施設が表示されない

場合は直接入力ください。 

保護者が就労先事業者に無断

で作成又は改変を行った場合

には不利益処分を受けること

があります。 

記載要領や記入例、様式データ

等は市のホームページより閲

覧・取得ください。 

右記二次元 

コードから 

アクセスで 

きます。 

就労証明書の内容が 4月 1日以

降も継続されるものとして認

定（継続）審査を行います。 

就労時間等の変更がある場合

は保護者より保育教育課まで

必ず申告ください。 

 

※サイトが表示されない場合は検索ブラウザで

「桜井市 幼児教育無償化」と検索 


